
注目

オレンジカフェを市内５か所へ拡大注目
３

北本社協地域

１オレンジカフェ  オレンジ茶房 ２オレンジカフェ  ひがし

３オレンジカフェ  ひだまり ４オレンジカフェ  寿
ことぶき

５オレンジカフェ 文化センター（仮称）

時毎月第２木曜日 14：00 ～ 15：30
場生活クラブ生協 北本生活館１階（中央 4-67） 
費お茶代 100 円
問西センター（☎ 591-3495）

時毎月第２火曜日 10：00 ～ 11：30
場ヘイワールド ３階特設会場（深井 6-87） 
費無料（参加費無料。お茶は持参、または店内で購入可）
問東センター（☎ 577-5100）

時原則毎月第４木曜日 10：00 ～ 11：30
場文化センター（本町 1-2-1）
費無料（お茶は各自持参）
問西センター（☎ 591-3495）、東センター（☎ 577-5100）
　北本社協（☎ 590-4011）、きたもと寿苑（☎ 590-1000）

時毎月第４金曜日 13：30 ～ 15：00
場コープみらい北本介護センター１階地域交流スペース
　（下石戸 1512-1）
費お茶代 100 円
問北本社協（☎ 590-4011）

時毎月第１火曜日 10：00 ～ 11：30
場南部公民館（二ツ家 1-127） 
費お茶代 100 円
問きたもと寿苑（☎ 590-1000）

〈広告〉

問高齢介護課高齢者福祉担当（☎ 594-5539）

２

１

３ ４
５

オレンジカフェは、認知症の人や家族、地域住民が会話やレクリエー
ションを楽しむ場所です。認知症について関心のある人や地域の人も
参加でき、人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。
認知症に限らず、介護をしている人も歓迎です！
　今まで文化センターのみで実施していましたが、今年度から市内５
か所に大きく拡大し、各カフェに愛称が付きます。
　事前申込みや予約は不要です。お気軽にご参加ください。

●     「西センター」「東センター」「北本社協」「きたもと寿苑」は、
各地域を担当する地域包括支援センターの名称です。

●  認知症の介護の方法など、専門的な相談ができる「認
知症ケア相談室」も設置しています。

●  原則、上記の日程で開催されますが、都合により開
催日が変更・お休みとなる月もあります。初回、も
しくは久しぶりに参加する場合、開催日を各問合せ
先に確認してください。
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注目

令和６年度市税等のお知らせ注目
４

口座振替・キャッシュレス決済もご利用ください（詳しくは市ホームページをご覧ください）

令和６年度の市税等の納期限（振替日）は下表のとおりです。
　市税等は、納期限を過ぎて納付する場合、延滞金が加算されます。必ず納期限内に納付しましょう。

令和６年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 令和７年

１月 ２月 ３月

市県民税
（普通徴収）
※森林環境税を含む

1 期
前納

1 ～ 4 期
７月1日

2 期
９月２日

3 期
10月 31日

4 期
1月 31日

固定資産税・
都市計画税

１期
前納

１～４期
５月31日

２期
７月31日

３期
12月 25日

４期
２月28日

軽自動車税 全期
5月 31日

国民健康保険税
（普通徴収）

1 期
７月31日

2 期
９月２日

3 期
９月30日

4 期
10月 31日

5 期
12月２日

6 期
1月 31日

7 期
2月 28日

8 期
３月31日

介護保険料
（普通徴収）

1 期
７月31日

2 期
９月２日

3 期
９月30日

4 期
10月 31日

5 期
12月２日

6 期
1月 31日

7 期
2月 28日

8 期
３月31日

後期高齢者
医療保険料

（普通徴収）
1 期

７月31日
2 期

９月２日
3 期

９月30日
4 期

10月 31日
5 期

12月２日
6 期

1月 31日
7 期

2月 28日
8 期

３月31日

※市県民税と固定資産税・都市計画税は、前納ができます。前納とは、その年度の第 1 期の振替日に 1 ～４期分を全額振替することです。
　なお、残高不足等で振替できなかった場合は、1 期は納付書納付、２期以降は期別にて振替になります。

■税務課　　　　　　　　
　市民税担当（☎ 594-5518）　　　　　 
　固定資産税担当（☎ 594-5519） 
　納税担当（☎ 594-5520） 

■高齢介護課
 【介護保険料】
　介護担当（☎ 594-5540）

■保険年金課  
【国民健康保険税】 
　国民健康保険担当（☎ 594-5541）  

【後期高齢者医療保険料】
　後期高齢者医療担当（☎ 594-5542）

( )

( )

口座振替の登録をすれば、納めに行く手間と時間が省けて、納め忘れもないので安心です。
　登録は取扱金融機関窓口・税務課で行えます。一度登録すれば毎年継続します。
　また、「地方税お支払サイト」や PayPay 等のキャッシュレス決済アプリで納付書下部の
QR コードやバーコードを読み取ると、いつでも、どこでもオンライン納付ができます。

　市税等には、住民税（市県民税）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 (種別割）、国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料などがあります。ここでは、令和６年度の主な市税等について、納付方法と納期限をお知らせします。

市税等は納期限内に納めましょう

問合せ

※いずれの税・料も普通徴収を対象としたものです。
※普通徴収とは、納付書や口座振替により納めるもの（給与や年金から徴収される「特別徴収」を除くもの）です。

〈広告〉

詳細は
市ホームページへ➡
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